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エックス線管の容器及び照射筒の当該エックス線管焦点から 

１メートルの距離における利用線錐以外の空気カーマ率 
ｍＧｙ／時 以下 

充 電 状 態 で 照 射 時 以 外 の と き 接 触 可 能 

表面から５センチメートルの距離における空気カーマ率 
μＧｙ／時 以下 

利 用 線 錐 の 総 濾 過 mm(Al・Mo)当量 

医療法施行規則第３０条第３項第２号に規定する焦点皮膚間距離 ｃｍ 以上 

透

視

用

装

置 

 

患者への入射面の利用線錐の中心における入射線量率 ｍＧｙ／分 以下 

連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御装置 有  ・  無 

一 定 時 間 経 過 後 警 告 音 等 を 発 す る こ と が で き 

透 視 時 間 を 積 算 す る こ と が で き る タ イ マ ー 
有  ・  無 

エ ッ ク ス 線 管 焦 点 皮 膚 間 距 離 保 持 装 置 

又 は 照 射 を 防 止 す る イ ン タ ー ロ ッ ク 
有  ・  無 

受像面を超えないようエックス線照射野を絞る装置 有  ・  無 

受像器の接触可能表面から１０センチメートルの距離 

において利用線錐が受像器等を通過後の空気カーマ率 
μＧｙ／時 以下 

透視時の最大受像面を３センチメートル超える部分を 

通過後のエックス線が当該部分の接触可能表面から 

１０センチメートルの距離における空気カーマ率 

μＧｙ／時 以下 

利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいする適当な手段 有  ・  無 

撮 影 用 装 置 受像面を超えないようエックス線照射を絞る装置 有  ・  無 

口 内 法 

撮 影 装 置 
照射筒の端における照射野の直径（皮膚面） ｃｍ 以下 

間

接

撮

影

装

置 

胸

部

集

検

用 

利用線錐が角錐型かつ受像面を超えない照射野絞り装置 有  ・  無 

受像器装置の接触可能表面から１０センチメートル 

の 距 離 に お け る １ ば く 射 当 た り の 空 気 カ ー マ 
μＧｙ 以下 

被照射体周囲の箱状のしゃへい物から１０センチメートル 

の 距 離 に お け る １ ば く 射 当 た り の 空 気 カ ー マ 
μＧｙ 以下 
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移

動

型

・

携

帯

型

及

び 

手

術

中

に

使

用

す

る

装
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エ ッ ク ス 線 管 焦 点 及 び 患 者 か ら ２ メ ー ト ル 以 上 

離 れ た 位 置 で 操 作 で き る 構 造 
有  ・  無 

使 用 の 場 所  

使 用 中 の 表 示 有  ・  無 

立 入 制 限 措 置 有  ・  無 

撮 影 時 の 防 護 措 置 有  ・  無 

保 管 場 所 ・ 方 法  

治

療

装

置 

エックス線装置の接触可能表面から５センチメートルの 

距 離 に お け る 空 気 カ ー マ 率 
μＧｙ／時 以下 

エックス線管焦点から１メートルの距離における空気カーマ率 μＧｙ／時 以下 

利 用 線 錐 の 総 濾 過 mmAl当量 

濾 過 板 が 引 き 抜 か れ た と き 

エ ッ ク ス 線 の 発 生 を 遮 断 す る イ ン タ ー ロ ッ ク 
有  ・  無 

 

添付書類 

１．次に掲げる事項を記載した縮尺５０分の１の平面図及び側面図、ただし、歯科用エックス線診療室の

場合には、縮尺２５分の１の平面図及び側面図 

（１）エックス線診療室の隣接、上階及び下階の室等の名称及び周囲の状況 

（２）エックス線装置の位置及び照射方向 

（３）エックス線管、透視台又は撮影台から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離 

（４）管理区域は朱線で囲み、標識及び使用中ランプ等の位置を標記 

（５）患者更衣施設（設備）、専用便所等の標記 

２．漏洩線量の測定位置（平面及び側面図）及び測定結果（著しく測定が困難な点については、計算によっ

て値を算出すること。その場合、計算に関する書面及び理由書を添付） 

３．移動用エックス線装置にあっては、その線量分布及び保管場所を記入した平面図 

４．同一室内に 2台以上のエックス線装置を設置した場合は、同時照射防止に関する措置の概要を記載 

した書面（回路図又は動作説明書等） 

５．エックス線装置搭載自動車にあっては、当該自動車の構造図及び車検証の写し 
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主要構造部等の構造  耐火構造・不燃材料・その他（          ） 

診

療

室

の

防

護

物 

遮へい物  

区 分 
構 造 ・ 材 料 及 び 厚 さ  

天 井  

周

囲

の

画

壁

等 

  

  

  

  

監 視 用 窓  

出 入 口 の 扉  

床  

そ の 他 の 開 口 部 有（用途      ）・ 無 

操 作 室  有 ・ 無（理由             ） 

診 察 室 の 標 識 有  ・  無 

放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 有  ・  無 

使 用 中 の 表 示 有  ・  無 

画 壁 等 外 側 の 実 効 線 量 （ 最 大 値 ） ｍＳｖ／週 以下 

管

理

区

域 

管 理 区 域 を 設 け る 場 所  

境 界 お け る 実 効 線 量 （ 最 大 値 ） ｍＳｖ／３月 以下 

立 入 制 限 措 置 有  ・  無 

標 識 有  ・  無 

敷地内居住区域及び敷地の境界における実効線量（最大値） μＳｖ／３月 以下 

入 院 患 者 の 被 ば く す る 放 射 線 （ 診 療 に よ り 

被ばくする放射線を除く）実効線量（最大値） 
ｍＳｖ／３月 以下 

取 扱 者 の 被 ば く 防 止 用 具  

取 扱 者 の 被 ば く 測 定 器 具  

 



エ ッ ク ス 線 診 療 室 放 射 線 量 測 定 記 録 （ 表 ） 

 

エ ッ ク ス 線 診 療 室 放 射 線 量 測 定 記 録  

測 定 室 名  測定年月日     年  月  日 

測

定

装

置 

製 作 者 名  

型 式  

検定（校正）年月日  

検定（校正）施設名  

フ ァ ン ト ー ム の 

種 類 及 び 大 き さ 

水・ＭＩＸＤｐ・アクリル・その他（              ） 

縦（    ）㎝ × 横（    ）㎝ × 厚さ（    ）㎝ 

照 射 野  （  ）㎝ × （  ）㎝ ・ 直径（  ）㎝ ・ スリット 

照

射

条

件 

 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

管 電 圧 （ ｋ Ｖ ）          

管 電 流 （ ｍ Ａ ）          

時間（Ｓｅｃ．）          

Ｆ．Ｓ．Ｄ（ｍ）          

備 考  

床上から測定点までの高さ 
 

（ｍ） 

測定時の 

レ ン ジ 
 Ｂ・Ｇ  

気 温 ℃ 気 圧 ｈＰａ 湿 度 ％ 天 候  

測
定
者
に
関
す
る
事
項 

所在地 

 

名 称 

 
電 話 

資 格 氏 名 印 

立 会 者   氏 名 印 

 注：Ｆ．Ｓ．Ｄとは、焦点ファントーム表面間距離をいう。 

注意事項 

 １ 線量について、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難な場合には計算により算出することが

できる。 

 ２ 各測定点及びバックグラウンド（Ｂ・Ｇ）の測定点を表示した図面を添付すること。 

 ３ 各管球ごとに、使用予定照射方向について測定すること。また、この場合添付図面に使用予定照射方向

を矢印で記入すること。 

 ４ 透視の場合には、μＳｖ／時とし、撮影の場合は、μＳｖ／ばく射数とすること。 

 ５ 測定室内に放射線の漏洩するおそれのある隙間等がある場合には、その細部についてもそくていすること。 

 ６ 移動型の装置の場合には、エックス線焦点を中心として、周囲１メートル及び２メートルについて散乱

線を測定すること。 

 ７ 照射条件の番号は、管球番号と同一のものとすること。 
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管球 

番号 

     

照射 

方向 

     

単位 

 

測定点 

μＳｖ／時（照射数） 

（   ）回 

μＳｖ／時（照射数） 

（   ）回 

μＳｖ／時（照射数） 

（   ）回 

μＳｖ／時（照射数） 

（   ）回 

μＳｖ／時（照射数） 

（   ）回 

測定値 平均値 測定値 平均値 測定値 平均値 測定値 平均値 測定値 平均値 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

８           

９           

１０           

１１           

１２           

１３           

１４           

１５           

１６           

１７           

１８           

１９           

２０           

２１           

２２           

２３           

２４           

２５           

２６           

２７           

２８           

２９           

３０           

３１           

３２           

３３           

３４           

３５           

 


